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「義肢、装具及び座位保持装置等に係る補装具費支給事務取扱要領」の 

 一部改正について 

 

 

 標記要領については、平成１８年９月２９日障地発第 0929002 号『「義肢、装具

及び座位保持装置等に係る補装具費支給事務取扱要領」の制定等について』の別紙

により定めているところであるが、今般、同要領を別添のとおり改正することとし

たので、その旨御了知の上、貴管内市区町村及び身体障害者更生相談所等の関係機

関へ周知願いたい。 

 

 

（改正の概要） 

○ 平成２６年４月１日からの消費税率の改定に伴う所要の改正を行う。 

 

 


